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鹿屋体育大学常任委員会等規則 
 

平成１６年４月１日 

規 則 第 １ ２ 号 
 

改正 平成１６年４月１５  日 

規則第５１号 

平成２２年４月１５日 

規 則 第 ９ 号 

平成２８年３月２８日 

規則第１３号 

令和２年３月２４日 

規 則 第 ５ 号 

平成１７年１２  月１日 

規則第１３号 

平成２３年３月２２日 

規則第２１号 

平成２８年７月２７日 

規則第２７号 

令和３年５月１４日 

規則第３０号 

平成１８年５月１１日 

規則第１６号 

平成２４年３月２９日 

規 則 第 ３ 号 

平成２８年１１月２４日 

規則第３９号 

令和３年５月２６日 

規則第４０号 

平成１８年９月２８日 

規則第２５号 

平成２４年６月４日 

規 則 第 ７ 号 

平成２９年２月１７日 

規 則 第 ７ 号 

令和４年３月２日 

規則第１１号 

平成２０年３月１９日 

規 則 第 ４ 号 

平成２４年９月２０日 

規則第２２号 

平成２９年３月２７日 

規則第１０号 

令和４年５月１６日 

規則第３０号 

平成２０年８月１日 

規則第１８号 

平成２５年６月１４日 

規則第１２号 

平成２９年７月４日 

規則第１９号 

令和４年６月１７日

規則第３５号 

平成２１年３月１９日 

規 則 第 ６ 号 

平成２５年１１月２１日 

規則第１９号 

平成２９年７月１１日 

規則第２１号 

令和４年８月３日

規則第４４号 

平成２１年７月１６日 

規則第１１号 

平成２６年９月１８日 

規 則 第 ３ 号 

平成３０年３月２９日 

規則第１６号 

令和５年３月１６日

規 則 第 ９ 号 

平成２２年３月１８日 

規 則 第 ２ 号 

平成２７年３月２７日 

規則第２０号 

平成３１年３月２２日 

規則第１０号 

令和６年３月７日

規 則 第 ７ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、国立大学法人鹿屋体育大学通則（以下「通則」という。）第４３条第２項の

規定に基づき、鹿屋体育大学（以下「本学」という。）の常任委員会等の組織及び運営等につい

て必要な事項を定める。 
 

（委員会の種類） 

第２条 本学に置く委員会の種類は、次のとおりとする。 

(1)常任委員会（大学運営上の重要課題を専門的に審議する） 

(2)特別委員会（学長が必要と認めて付託した案件を審議する） 

(3)専門委員会（常任委員会又は特別委員会の所掌に係る専門事項を調査検討する） 
 

（委員会） 

第３条 常任委員会は、次のとおりとする。 

(1)総務委員会 

(2)入試委員会 

(3)教務委員会 

(4)研究科教務委員会 

(5)学生委員会 
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(6)財務・施設環境委員会 

(7)学術情報・産学連携委員会 

(8)国際交流推進委員会 

(9)競技力向上委員会 

(10)危機管理委員会 

２ 特別委員会は、学長から付託された案件ごとに置く。 

３ 常任委員会のもとに置く専門委員会は、別表第１のとおりとする。 
 

（審議事項） 

第４条 常任委員会は、別表第２に掲げる事項を調査、審議する。 

２ 特別委員会は、学長から付託された案件について調査、審議する。 

３ 前条第３項の専門委員会は、別表第３に掲げる事項を調査、審議する。 
 
（委員会の構成） 

第５条 常任委員会は、別表第４に掲げる委員をもって構成し、学長が任命する。 

２ 学長は、学長指名教員を任命するに当たっては、予め役員会の意見を聴くものとする。 

３ 特別委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成し、学長が任命する。 

(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐１名 

(2) 役員会の意見を聴いて学長が指名する者若干名 

４ 教員の採用、昇任又は再任（鹿屋体育大学教員の任期に関する規則に定めるものをいう。）の

選考に関する事項を審議する特別委員会（以下「教員選考特別委員会」という。）の委員につい

ては、前項の規定にかかわらず、選考対象ごとに次のとおりとする。 

(1) 学長が指名する副学長 

(2) 前号に掲げる委員のほか、委員は、原則として教授とし、学長が任命する。 

(3) 教員選考の場合は、次のとおりとする。 

イ 選考対象系から推薦された者３名 

ロ イ以外の系から推薦された者各１名 

ハ 前 (1) の学長が指名した副学長から推薦された者１名 

５ 鹿屋体育大学教員選考規則第４条第４項により設置される教員選考特別委員会の委員について

は、前項に定める委員に学長を加える。 

６ 第４項に掲げるほか、学長が必要と認めた者（本学の教員以外の者を含む。）を委員として加

えることができる。 

７ 第３条第３項の専門委員会は、別表第５に掲げる委員をもって構成し、学長が任命する。 
 

（委員の任期） 

第６条 常任委員会及び専門委員会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 前項の委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 特別委員会の委員の任期は、学長から付託された案件が終了するまでとする。 
 

（委員長及び副委員長） 

第７条 常任委員会に委員長及び副委員長を置き、常任委員会の委員長は、別表第４に掲げるもの

とし、副委員長は委員の互選によって定める。 
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２ 特別委員会及び専門委員会の委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 前項の規定にかかわらず、第５条第５項による教員選考特別委員会の委員長は、学長又は副学

長とし、副委員長は委員長が指名する者とする。 

４ 委員長は、委員会を招集し、議長となる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 
 

（定足数及び議決数） 

第８条 常任委員会、特別委員会及び専門委員会は、構成員（公務出張を命ぜられた者、休職及び

停職中の者を除く。）の２分の１以上の出席がなければ、議事を開くことができない。ただし、

教員選考特別委員会については、３分の２以上とする。 

２ 常任委員会、特別委員会及び専門委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合

は、議長の決するところによる。 
 
（委員以外の者の出席） 

第９条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。 
 

（役員会等への報告等） 

第10条 常任委員会及び特別委員会の委員長は、委員会の審議の経過及び結果を、役員会（通則に

定める会議をいう。）等の必要な会議（以下「役員会等」という。）に報告しなければならな

い。中間報告を求められた場合も同様とする。 

２ 専門委員会の委員長は、委員会において審議した事項を常任委員会に報告しなければならな

い。中間報告を求められた場合も同様とする。ただし、専門委員会が必要と認めたときは、常任

委員会委員長の承認を得て、直接役員会等に議案を提出することができる。 
 

（小委員会の設置） 

第11条 常任委員会又は特別委員会は、所管にかかる専門事項を調査、検討するために小委員会を

置くことができる。 

２ 小委員会に係る事項は、別に定める。 
 

（委員会の事務） 

第12条 常任委員会の事務は別表第４の担当課において処理し、特別委員会はその都度定める。 

２ 専門委員会の事務は、常任委員会の担当課及び関係課において処理する。 
 

（雑則） 

第13条 この規則に定めるもののほか、常任委員会、特別委員会及び専門委員会において必要な事

項を定める必要がある場合は、それぞれの委員会で定めるものとする。 
 
 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 
 

附 則（平１６．４．１５規則第５１号） 

この規則は、平成１６年４月１５日から施行する。 
 

附 則（平１７．１２．１規則第１３号） 
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この規則は、平成１７年１２月１日から施行する。 
 

附 則（平１８．５．１１規則第１６号） 

この規則は、平成１８年５月１１日から施行する。 
 

附 則（平１８．９．２８規則第２５号） 

この規則は、平成１８年９月２８日から施行する。 
 

附 則（平２０．３．１９規則第４号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  
 

附 則（平２０．８．１規則第１８号） 

この規則は、平成２０年８月１日から施行する。 
 

附 則（平２１．３．１９規則第６号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２１．７．１６規則第１１号） 

この規則は、平成２１年７月１６日から施行する。 
 

附 則（平２２．３．１８規則第２号） 

この規則は、平成２２年３月１８日から施行する。 
 

附 則（平２２．４．１５規則第９号） 

この規則は、平成２２年５月１日から施行する。 
 

附 則（平２３．３．２２規則第２１号） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 第６条に定める常任委員会及び専門委員会の委員の最初の任期は、平成２３年４月１日を起算

日とする。 
 

附 則（平２４．３．２９規則第３号） 

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２４．６．４規則第７号） 

この規則は、平成２４年７月１日から施行する。 
 

附 則（平２４．９．２０規則第２２号） 

この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 
 

附 則（平２５．６．１４規則第１２号） 

この規則は、平成２５年６月１４日から施行する。 
 

附 則（平２５．１１．２１規則第１９号） 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 
 



- 5 - 

 

附 則（平２６．９．１８規則第３号） 

この規則は、平成２６年９月１８日から施行し、平成２６年８月１日から適用する。 
 

附 則（平２７．３．２７規則２０号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２８．３．２８規則第１３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２８．７．２７規則第２７号） 

この規則は、平成２８年８月１日から施行する。 
 

附 則（平２８．１１．２４規則第３９号） 
この規則は、平成２８年１１月２４日から施行する。 

 

附 則（平２９.２.１７規則第７号） 

この規則は、平成２９年３月１日から施行する。 
 

附 則（平２９.３.２７規則第１０号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
 

附 則（平２９.７.４規則第１９号） 

この規則は、平成２９年７月４日から施行し、平成２９年７月１日から適用する。 
 

附 則（平２９.７.１１規則第２１号） 

この規則は、平成２９年７月１１日から施行する。 
 

附 則（平３０.３.２９規則第１６号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 
 

附 則（平３１.３.２２規則第１０号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 
 

附 則（令２．３．２４規則第５号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 

附 則（令３．５．１４規則第３０号） 

この規則は、令和３年５月１４日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
 

附 則（令３．５．２６規則第４０号） 

この規則は、令和３年６月１日から施行する。 
 

附 則（令４．３．２規則第１１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
 

附 則（令４．５．１６規則第３０号） 

この規則は、令和４年５月１６日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 
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附 則（令４．６．１７規則第３５号） 

この規則は、令和４年７月１日から施行する。 
 

附 則（令４．８．３規則第４４号） 

この規則は、令和４年９月１日から施行する。 

 

附 則（令５．３．１６規則第９号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令６．３．７規則第７号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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別表第１（第３条関係） 

常任委員会名 専門委員会名 

総務委員会 

(1)安全衛生専門委員会 

(2)ハラスメント防止専門委員会 

(3)コンプライアンス専門委員会 

(4)教員人事制度等検討専門委員会 

入試委員会 (1)ＳＳ入試選抜専門委員会 

教務委員会 (1)ＦＤ推進専門委員会 

学生委員会 (1)保健管理センター専門委員会 

学術情報・ 

産学連携委員会 

(1)図書専門委員会 

(2)利益相反マネジメント専門委員会 

 
 
別表第２（第４条関係） 

常任委員会名 審議事項 

総務委員会 

(1)組織運営等に関する事項 

(2)広報・情報公開に関する事項 

(3)将来計画に関する事項 

(4)人事及び労務管理に関する事項 

(5)地域貢献（研究に関するものを除く。）及び大学開放に関する事項 

(6)公開講座の実施に関する事項 

(7)管理運営（組織及び人事に関するもの）の自己点検・評価に関する事項 

(8)その他総務に関する事項 

入試委員会 

(1)学部の入学者選抜の企画・立案及び実施に関する事項 

(2)学部の入学試験問題の作成及び採点に関する事項 

(3)学部の入学者選抜の選考基準に関する事項 

(4)学部の入学者選抜方法に関する事項 

(5)大学入学共通テストに関する事項 

(6)研究科の入学者選抜の企画・立案及び実施に関する事項 

(7)研究科の入学試験問題の作成及び採点に関する事項 

(8)研究科の入学者選抜の選考基準に関する事項 

(9)研究科の入学者選抜方法に関する事項 

(10)アドミッションセンターの事業計画及び経費、その他運営に関する事項 

(11)学生受入の自己点検・評価に関する事項 

(12)その他入学者選抜に関する事項 

 

 



- 8 - 

 

常任委員会名 審議事項 

教務委員会 

(1)学部の教育課程の編成に関する事項 

(2)学部の教育の実施に関し連絡調整に関する事項 

(3)学部の教育指導に関する事項 

(4)学部の在籍及び卒業に関する事項 

(5)学部の教育課程の自己点検・評価に関する事項 

(6)キャリア形成支援センターの事業計画及び経費、その他運営に関する 

事項 

(7)その他学部の教務に関する事項 

研究科教務委員会 

(1)研究科の教育課程の編成に関する事項 

(2)研究科の教育の実施に関し連絡調整に関する事項 

(3)研究科の教育指導に関する事項 

(4)研究科の在籍及び修了に関する事項 

(5)研究科の教育課程の自己点検・評価に関する事項 

(6)その他研究科の教務に関する事項 

学生委員会 

(1)学生指導・支援に関する事項 

(2)学生の福利厚生、保健指導等に関する事項 

(3)学生の賞罰に関する事項 

(4)就職に対する指導・支援に関する事項 

(5)学生の課外活動支援に関する事項 

(6)体育施設の使用に関する事項 

(7)学生宿舎の管理運営に関する事項 

(8)大学会館の管理運営に関する事項 

(9)保健管理センターの運営に関する重要事項 

(10)学生支援（留学生及び競技力向上に関するものを除く。）の自己点検

・評価に関する事項 

(11)その他学生の厚生補導に関する事項 

財務・施設環境 

委員会 

(1)教員の教育研究に係る予算に関する事項 

(2)施設・環境・設備の整備及び計画に関する事項 

(3)施設の点検、評価及び有効活用に関する事項 

(4)環境汚染の防止に関する事項 

(5)管理運営（財務に関するもの）の自己点検・評価に関する事項 

(6)施設設備（図書館環境及び情報環境に関するものを除く。）の自己点検

・評価に関する事項 

(7)その他施設、環境及び設備に関する事項 
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常任委員会名 審議事項 

学術情報・ 

産学連携委員会 

(1)学術研究支援、研究協力及び研究者交流に関する事項 

(2)人及び動物実験の倫理的配慮に関する事項 

(3)産学連携に関する事項 

(4)発明、技術移転に関する事項 

(5)研究における外部資金獲得に関する事項 

(6)地域貢献（研究に関するもの）に関する事項 

(7)情報資産に関する事項 

(8)学術情報管理に関する事項 

(9)学内の情報システムに関する事項 

(10)スポーツイノベーション推進機構の運営に関する重要な事項 

(11)海洋スポーツセンター及びスポーツ情報センターの事業計画及び 

経費、その他運営に関する事項 

(12)研究活動の自己点検・評価に関する事項 

(13)施設設備（図書館環境及び情報環境に関するもの）の自己点検・評

価に関する事項 

(14)その他学術情報及び産学連携に関する事項 

国際交流推進委員会 

(1)国際交流協定に関する事項 

(2)留学生への支援に関する事項 

(3)留学生の受け入れ及び派遣に関する事項 

(4)外国語教育に関する事項 

(5)国際交流センターの事業計画及び経費、その他運営に関する事項 

(6)学生支援（留学生に関するもの）の自己点検・評価に関する事項 

(7)その他国際交流の推進に関する事項 

競技力向上委員会 

(1)競技力向上のための総合施策の策定に関する事項 

(2)学生支援（競技力向上に関するもの）の自己点検・評価に関する事項 

(3)その他競技力向上に関する事項 

危機管理委員会 

(1)危機管理ガイドラインの策定に関する事項 

(2)危機管理マニュアルの策定に関する事項 

(3)危機管理教育、研修の企画・立案及び訓練の実施に関する事項 

(4)危機管理対策の評価及び見直しに関する事項 

(5)その他危機管理に関し必要とする事項 
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別表第３（第４条関係） 

専門委員会名 審議事項 

安全衛生専門委員会 

(1)教職員の危険の防止及び健康障害の防止・健康の保持増進のための基本

対策に関する事項 

(2)労働災害の原因・再発防止対策に関する事項 

(3)その他教職員の危険の防止及び健康障害の防止・健康の保持増進に関す

る重要事項 

ハラスメント防止 

専門委員会 

(1)セクシュアル・ハラスメントの防止に関する事項 

(2)アカデミック・ハラスメントの防止に関する事項 

(3)パワー・ハラスメントの防止に関する事項 

(4)その他ハラスメントの防止に関する事項 

コンプライアンス 

専門委員会 

(1)公益通報者の保護に関する事項 

(2)その他コンプライアンスの推進に関する事項 

教員人事制度等検討 

専門委員会 

(1)教員活動に関する自己点検・評価の評価項目等に関する事項 

(2)人事給与マネジメント改革（教員に限る。）に関する事項 

(3)その他、人事制度等（教員に限る。）に関する事項 

ＳＳ入試選抜専門 

委員会 

(1)ＳＳ入試の合否査定に関する事項 

(2)その他ＳＳ入試に関する事項 

ＦＤ推進専門委 

員会 

(1)ＦＤに関する情報の収集及び提供に関する事項 

(2)ＦＤに関する公開研究授業、研究会その他の研究・研修活動の運営又は

促進に関する事項 

(3)授業評価の調査研究に関する事項 

(4)その他ＦＤの推進に関する事項 

保健管理センター 

専門委員会 

(1)保健管理センターの運営の基本方針に関する事項 

(2)保健管理センターの毎年度の事業計画及び経費、その他運営に関する事項 

(3)保健管理センターに係る規則等の制定・改廃に関する事項 

(4)その他保健管理センターの運営に関する重要事項 

図書専門委員会 

(1)附属図書館の運営の基本方針に関する事項 

(2)附属図書館の毎年度の事業計画及び運営経費に関する事項 

(3)附属図書館に係る規則等の制定・改廃に関する事項 

(4)図書館システムの企画立案に関する事項 

(5)図書資料の選定に関する事項 

(6)学術情報の提供に関する事項 

(7)NIFSギャラリーに関する事項 

(8)その他附属図書館の運営に関する重要事項 

利益相反マネジ 

メント専門委員会 

(1)利益相反による弊害を抑えるための施策の検討に関する事項 

(2)利益相反に係る調査及び審査に関する事項 

(3)利益相反マネジメントポリシーに関する事項 

(4)その他利益相反に関する重要事項 

 



- 11 - 

 

別表第４（第５条、第７条、第１２条関係） 

常任委員会名 構成員 担当課・室 

総務委員会 

副学長（教務・学生・研究・国際交流担当理事） 

◎副学長（組織・運営担当理事） 

学長補佐 

系主任又は系副主任（各系から１名） 

学長指名教員 

事務局長 

総務課長 

経営戦略課長 

広報・企画室長 

学長が必要と認める者 

総務課 

入試委員会
 

◎副学長（教務・学生・研究・国際交流担当理事） 

アドミッションセンター長 

保健管理センター所長 

各系から推薦された教授又は准教授（各系から２名） 

学長指名教員 

教務課長 

学長が必要と認める者 

教務課 

教務委員会
 

副学長（教務・学生・研究・国際交流担当理事） 

◎学長補佐（教育担当） 

キャリア形成支援センター長 

各系から推薦された教授又は准教授（各系から２名） 

学長指名教員 

教務課長 

学長が必要と認める者 

教務課 

研究科教務委員会 

◎副学長（教務・学生・研究・国際交流担当理事） 

学長補佐（教育担当） 

各系から推薦された研究科（原則として博士後期課程）

の研究指導担当教員（各系から２名） 

学長指名教員 

教務課長 

学長が必要と認める者 

教務課 

学生委員会
 

学長補佐（競技力向上担当） 

◎学長補佐（学生支援担当） 

保健管理センター所長 

各系から推薦された教授又は准教授（各系から２名） 

学長指名教員 

学生課長 

学長が必要と認める者 

学生課 
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常任委員会名 構成員 担当課・室 

財務・施設環境 

委員会 

副学長（教務・学生・研究・国際交流担当理事） 

◎副学長（組織・運営担当理事） 

学長補佐 

系主任又は系副主任（各系から１名） 

学長指名教員 

事務局長 

経営戦略課長 

施設課長 

学長が必要と認める者 

経営戦略課 
施設課 

学術情報・ 

産学連携委員会 

◎学長補佐（学術研究・情報担当） 

附属図書館長 

スポーツイノベーション推進機構長又は部門の長 

スポーツ情報センター長 

海洋スポーツセンター長 

各系から推薦された教授又は准教授（各系から１名） 

学長指名教員 

国際・学術情報課長 

研究・社会連携課長 

学長が必要と認める者 

 
国際・学術情報課 
研究・社会連携課 

国際交流推進委員会 

副学長（教務・学生・研究・国際交流担当理事） 

◎国際交流センター長 

各系から推薦された教授又は准教授（各系から１名） 

学長指名教員 

教務課長 

国際・学術情報課長 

学長が必要と認める者 

 

国際・学術情報課 

競技力向上委員会 

◎学長補佐（競技力向上担当） 

学長補佐（学生支援担当） 

スポーツサイエンス部門長 

各系から推薦された教授又は准教授（各系から２名） 

学長指名教員 

学生課長 

学長が必要と認める者 

学生課 

危機管理委員会 

◎学長 

副学長 

事務局長 

事務局次長 

学長が必要と認める者 

総務課 

（注）◎は委員長を示す。 
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別表第５（第５条関係） 

 

 
専門委員会名 構    成    員 

安全衛生専門委員会 

 総括安全衛生管理者 

 安全管理者 

 産業医 

 衛生管理者から２名 

 学長指名者（安全・衛生に関し経験を有する者など）２名 

 （注）衛生管理者及び学長指名者については、労働者の過半数代表 

   者の推薦に基づき、学長が指名する。 

ハラスメント防止専門 

 委員会 

 副学長・学長補佐から１名 

 各系から推薦された教授又は准教授（各系から1名） 

 学長指名教員（学生委員会委員を含む。） 

 事務局長 

 学生課長又は学生課副課長 

総務課長又は総務課副課長 

 コンプライアンス専門 

 委員会 
 副学長 

 事務局長 

教員人事制度等検討専門 

委員会 

副学長（教務・学生・研究・国際交流担当理事） 

副学長（組織・運営担当理事） 

系主任又は系副主任（各系から１名） 

事務局長 

総務課長 

 ＳＳ入試選抜専門委員会 

 入試委員会委員長 

 入試委員会副委員長 

 アドミッションセンター長 

 競技力向上委員会委員長 

 競技力向上委員会副委員長 

 各系から推薦された教授（各系から１名） 

 学長指名教員（教授に限る） 

 教務課長又は教務課副課長 
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専門委員会名 構    成    員 

ＦＤ推進専門委員会 

教務委員会委員長 

 各系から推薦された教員（各系から２名） 

 学長指名教員 

 教務課長又は教務課副課長 

保健管理センター専門 

委員会 

 保健管理センター所長 

 保健管理センター兼務教員 

 各系から推薦された教員（各系から１名） 

 学長指名教員（学生委員会委員を含む。） 

 学生課長又は学生課副課長 

総務課長又は総務課副課長  

 図書専門委員会 

 附属図書館長 

 各系から推薦された教員（各系から１名） 

 学長指名教員  

 国際・学術情報課長又は国際・学術情報課副課長 

 図書サービス係長 

利益相反マネジメント 

専門委員会 

 学長補佐（学術研究・情報担当） 

 事務局長 

 学外の有識者 

 学長指名教員 

研究・社会連携課長又は研究・社会連携課副課長 

 


